
２０１９年度（令和元年度）第１回福山市廃棄物減量等推進審議会 議事概要 

 

１ 日時等 

日 時：２０２０年（令和２年）１月２１日（火）１５：００～１６：００ 

場 所：福山市役所 本庁舎６階 ６０会議室 

 

２ 出席者 

委 員：鶴崎健一 会長，生田政代 委員，内田隆士 委員，川上冨美子 委員， 

川久保和雄 委員，桒原正和 委員，河野吉男 委員，佐々木明彦 委員， 

清水直樹 委員，瀬戸田誠 委員，山手秀之 委員，山根直子 委員， 

吉岡睦子 委員 （１３名） 

 

事務局：環境総務課長，環境総務課整備担当次長，廃棄物対策課長， 

廃棄物対策課廃棄物第１担当次長，環境保全課長，環境啓発課長， 

環境施設課長，南部環境センター所長，西部環境センター所長， 

北部環境センター所長，新市業務担当課長，東部環境センター所長 

 

３ 承認・報告について 

 事務局から，委員１８人中１３人の出席により，過半数に達していることから，本審議会

が成立していることが報告された。 

 

４ 議事（１）２０１８年度（平成３０年度）ごみ排出量等について 

 事務局から，資料２及び資料３による説明後，質疑応答がされた。 

質疑・提案（委員） 応答（事務局） 

現状のごみ処理（RDF）から次期ごみ処理

施設によるごみ処理に変更するメリット

を教えてほしい。 

焼却施設３施設とごみ固形燃料工場をそのまま更

新し，約２０年間運営する場合と，次期ごみ処理施

設１施設に集約し，約２０年間運営する場合で比較

すると，建設費・運営コストを含めて約２００億円

程度の削減ができると試算している。 

現状は，ごみを固形燃料化して発電を行っ

ているが，次期ごみ処理施設の発電計画に

ついて教えてほしい。 

現状は，福山リサイクル発電株式会社で，ごみ固形

燃料を燃やして発電している。 

次期ごみ処理施設では，ごみを直接燃やして熱を利

用して発電する計画である。 

具体は，今後事業者から提案されることになるが，

次期ごみ処理施設の発電量は，福山リサイクル発電

株式会社と同程度と試算している。 



事業系ごみの量が増加傾向にある要因を

お聞きしたい。 

事業系ごみの量は，経済活動等に伴うものなので，

景気との連動が推察される。事業所においてリサイ

クルの取組はされているが，引き続きごみの減量化

について啓発していく。 

２０１８年度（平成３０年度）の使用済小

型家電の回収実績は，２０１７年度（平成

２９年度）と比べて差はあったか。 

使用済小型家電の回収実績は，２０１７年度（平成

２９年度）が約５８，０００ｋｇ，２０１８年度（平

成３０年度）が９６，２８４ｋｇであり，増加して

いる。 

使用済小型家電の回収実績の増加は，啓発

等によるものか。 

２０１７年度（平成２９年度）から「エコでえ～こ

と Happy!キャンペーン」で使用済小型家電の拠点

回収を実施しており，キャンペーンを通じて回収拠

点が周知されたことが要因の一つと考えている。 

 

５ 議事（２）路上等における喫煙に一定の制限を設けることについて 

事務局から，資料４による説明後，質疑応答がされた。 

質疑・提案（委員） 応答（事務局） 

路上等における喫煙に一定の制限を設ける

ことは，２０２４年（令和６年）に開催予定

の世界バラ会議に向けても非常に有効と思

われるが，勧告のみではなく，罰則規定を

設けないと効果がないのではないか。 

現行の福山市空き缶等の散乱防止及び環境美化

に関する条例では，勧告の規定はあるが，罰則等

を設けていない。現時点では，啓発等を通じてポ

イ捨て禁止の意識を高めて協力していただきた

いと考えている。 

罰則規定については，将来的な検討課題と

いうことでよいか。 

お見込みのとおり、将来の検討課題である。 

現行の福山市空き缶等の散乱防止及び環境

美化に関する条例に基づく勧告は行ってい

るのか。 

条例に勧告できると規定されているが，勧告に至

った事例はない。 

美化推進重点区域に６号区域（その他市長

が定める区域）とあるが，６号区域を定め

ているのか。 

６号区域は定めていない。 

「公共の場所における喫煙について一定の

制限を設けること」とあるが，一定の制限

について詳しくお聞きしたい。 

基本的には，公共の場において喫煙する場合に周

囲に配慮するという意味の努力義務と考えてい

る。 

たばこについては，ポイ捨てだけでなく，

健康推進という視点で他の部局とも連携

し，喫煙率を下げるという施策も必要。喫

煙率が下がればポイ捨ても減る。 

保健所とも連携をしており，意見をもらってい

る。 



喫煙禁止場所ではなく，喫煙可能な場所を

設けて，それ以外では喫煙してはいけない

という施策が必要。 

喫煙可能な場所については，今後検討する。 

 

６ その他 

 事務局から，参考資料２について説明後，質疑応答がされた。 

質疑・提案（委員） 応答（事務局） 

福山環境白書の中身は，ホームページ上で

見ることはできるのか。 

今後，ホームページに掲載する予定。 

行政や関連団体だけでなく，市民の皆様にも見て

いただき，一緒に福山の環境の現状について学ん

でいきたいと思っている。 

 


